
1．はじめに

日本におけるギャンブル等依存症1）は深刻な問
題となっている。ギャンブル等依存症の患者数の
推移を見てみると、2014年は外来患者数 2,019
人、入院患者数 205人であるのに対し、2017年
には外来患者数 3,499人、入院患者数 280人と増
加している。また、2017年における「ギャンブ
ル等依存が疑われる者」の推計値は、過去 1年間
では成人の 0.8％（約 70万人）、生涯においては
成人の 3.6％（約 320万人）にも及ぶ（厚生労働
省，2020）。

この状況を踏まえ、厚生労働省は 2017年に依
存症対策の全国的な拠点機関である依存症対策全
国センターを設置した。当センターは、依存症対
策を推進する上で必要な人材を養成するための研
修等を実施する指導者の養成や依存症に関する情
報収集、また行政機関や一般病院機関、一般国民
に対する情報提供、助言等を行うことにより依存
症患者等に対する支援体制を全国的に図ることを
目的としている（松下，2023）。
このように、ギャンブル等依存症に対する治療
環境や教育体制は近年になって整備され始めた。
ギャンブル等依存症対策基本法では本症を、「ギ
ャンブル等にのめりこむことにより日常生活又は
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社会生活に支障が生じている状態」（ギャンブル
等依存症対策基本法：平成 30年法律第 714号）
と定義する。この定義にあるように、本症は医療
の枠を超えた問題に発展しやすい。本症の治療に
は多角的な支援体制の整備が急務となっている。
患者を全人的な視点からとらえ、心理社会的支
援の展開をミッションとするソーシャルワーク
は、家族関係の調整や生活支援を担う点でギャン
ブル等依存症の支援に欠かせない。しかし、国内
の本症へのソーシャルワークの実践報告は限られ
ており、検討の初期段階にある。今、発症件数が
増加傾向にある中、「ギャンブル等依存症支援
ソーシャルワーク」の可視化が求められると判断
した。

2．研究目的

上記の問題意識にもとづき、本研究は、第 1、
2執筆者が急性期総合病院の医療ソーシャルワー
カーとして継続的な支援を行ったギャンブル等依
存症の事例を読み解き、本症に対するソーシャル
ワークの発展のための実践的示唆、すなわちどの
ような理論、知識、そして技術が求められるのか
ついて考察することを目的とする。
本事例のソーシャルワーク実践では、マインド
フルネスの導入を試みている。第 3世代認知行動
療法としてストレス低減やうつ再発予防にその効
果が確認されているマインドフルネスは、2010
年以降、アルコールを含む薬物依存治療にも応用
され始めた。薬物依存へのマインドフルネスの効
果は、システマティック・レビューやメタ・アナ
リシスによる効果検証も行われている（Grant et
al., 2017; Li et al., 2017; Ramadas et al., 2021）。本
研究では、ギャンブル等依存症の治療に対するマ
インドフルネスの方法論と効果についてレビュー
し、ソーシャルワーク実践とマインドフルネスの
統合可能性についても言及する。

3．研究方法

3.1．方法
方法として、事例研究法が用いられた。本研究
における事例研究は、ソーシャルワーク実践者の

専門性の維持とさらなる向上を目的として記録や
報告を用いて実践上の工夫や判断を検討するもの
で、実践理論の生成や検証は射程に含んでいない
（小嶋，2006；岩間，2004）。具体的には、本研究
の目的に合致した事例の確定、カルテやケース記
録及びメモの整理、相談援助のプロセスに沿った
客観的な支援の実際と医療ソーシャルワーカー
（以下、MSW）の判断の抽出、執筆者間の話し合
いによるギャンブル等依存症へのソーシャルワー
ク及びマインドフルネス導入による患者への影響
の明確化、そして事例分析のまとめ、という手順
で行われた。相談援助のプロセスは、日本社会福
祉士会が示した問題解決モデルに準拠した（社会
福祉士養成講座編集委員会，2015）。

3.2．倫理的配慮
事例検討を行う上で、患者の同意と匿名性を充
分に配慮した。症例報告は「国立病院機構別府医
療センター倫理審査委員会」によって、倫理審査
の対象外と判断された。プライバシー保護の目的
にて、事例の支援過程の理解が損なわれない程度
に一部事実の改編を行った。なお、筆者ら全員は
国際マインドフルネス指導者協会（International
Mindfulness Teachers Association: IMTA）認定指
導者であり、マインドフルネスを導入・支援に利
用できる立場にある。

4．先行研究

4.1．ギャンブル等依存の現状
久里浜医療センター（2021）は、全国の市区町
村 300地点に在住する満 18歳以上 75歳未満の日
本国籍を有する者（n＝8,223）を対象にした「ギ
ャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調
査」を実施した。本調査は、ギャンブル等依存の
精神疾患との関連及び家族や重要な他者への影響
を浮き彫りにした。調査結果は次のとおりであ
る。
国民の過去 1年間のギャンブル等経験率は

2,759名（33.6％）で、内訳は男性 1,781名（64.6
％）、女性 978名（35.4％）であった。過去 1年
間におけるギャンブル等依存が疑われる者
（Gambling Screen; SOGS2）5点以上）の割合とそ
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のギャンブル行動においては、ギャンブル等依存
が疑われる者（SOGS5点以上）の割合は全体の
2.2％（95％ CI, 1.9～2.5％）であり、男性内では
3.7％（95％ CI, 3.2～4.4％）、女性内は 0.7％（95
％ CI, 0.4～1.0％）であった。ギャンブル等依存
が疑われる者とうつ、不安の関連においては、
SOGS の得点区分別に K6（うつ、不安のスク
リーニングテスト）の得点区分を比較したとこ
ろ、ギャンブル等依存が疑われる人（n＝157,
SOGS5点以上）は、5点未満の人より有意に抑
うつ・不安が強いことが示された。また、ギャン
ブル等依存が疑われる者で、何らかのうつ・不安
の問題がある可能性がある者が 157名中 40名
（25.5％）、うつ・不安障害が疑われる者が 15名
（9.6％）、重度のうつ・不安障害が疑われる者が
26名（16.6％）であった。さらに、希死念慮や自
殺企図もギャンブル依存が疑われる人の群では有
意にリスクが高まっていた。
家族や重要な他者への影響も示された。家族や
重要な他者にギャンブル問題があったと回答した
人は 1,145名（14.0％）で、そのうち「浪費、借
金による経済的困難が生じた」が 30.4％、「家庭
不和・別居・離婚を経験した」が 16.2％など、
家庭や重要な他者への影響が示唆された。

4.2．ギャンブル等依存症における治療
ギャンブル等依存症においては、未だ正式に認
可された治療薬は存在しない。抗うつ薬、オピオ
イド拮抗薬、グルタミン酸作動薬、気分安定薬等
の有効性を検討している段階であり、その中でも
オピオイド拮抗薬が最も有望と考えられている。
その他にも、リチウム、オランザピン等の効果も
検証されているが、研究数が少なく更なる検討が
必要である（松下，2018）。
依存症治療の中心は、心理社会的治療とされ
る。ギャンブル等依存症においても、認知行動療
法を基盤とした「ギャンブル障害の標準的治療プ
ログラム」が作成された（日本医療研究開発機
構，2018）。このプログラムは、「第 1回 あなた
にとってのギャンブルとは？」「第 2回 ギャン
ブルの『引き金』について」「第 3回 引き金へ
の対処とギャンブルへの渇望」「第 4回 生活の
再建・代替行動（ギャンブルの代わりになる活

動）」「第 5回 考え方のクセ」そして「第 6回
まとめ」の 6つのセッションに分かれており、ギ
ャンブル障害の概要、特徴、対策等について学ん
でいくものとなっている。
中央社会保険医療協議会（2019）は、このプロ
グラムに参加した患者のギャンブル行動の変化を
調査した。その結果、プログラム終了後の追跡調
査で治療終了後 1ヶ月の断ギャンブル率は、プロ
グラム未参加の対象介入群では 1割未満であった
のに対し、介入群は 4割を超えた。また、断ギャ
ンブルに至らなかった患者でもギャンブルの頻度
と出費に有意な改善がみられた。
この結果に基づき、2020年の診療報酬改定に
て「依存症集団療法」が新設された。ギャンブル
依存症の場合、治療開始から 3ヶ月を限度として
2週間に 1回の回数で算定可能となった。算定要
件としては、「ギャンブルに対する依存の状態に
あるものについて、精神科医又は精神科医の指示
を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若
しくは公認心理師で構成される 2人以上の者が、
認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施
を患者自らにコントロールする手法等の習得を図
るための指導を『ギャンブル障害の標準的治療プ
ログラム』に沿って行うこと」とされている（杉
本編 2022: 650-51）。
以上、ギャンブル等依存症における治療法とし
ては、正式な治療薬は認可されていないものの、
認知行動療法を基盤とした治療プログラムが診療
報酬に規定され、その効果が示されている。しか
し、必ずしも状態像に応じて効果的な技法が選択
されているわけではなく、当該患者のセルフ・コ
ントロール力を高め、生活全般における適応の改
善を目指す支援方法は体系化されていない（田
中，2019）。このような背景を踏まえて、近年で
はアディクション（嗜癖）治療にマインドフルネ
スを活用したプログラムが開発され、その効果が
検証されてきた。

4.3．アディクションに対するマインドフルネス
の有効性

アディクションに対するマインドフルネスを用
いた治療法は、国内外で開発されている。マイン
ドフルネスは「今、この瞬間の体験に意図的に意
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識を向け、評価をせずに、とらわれのない状態
で、ただ観ること」と定義される（日本マインド
フルネス学会，2023）。日本マインドフルネス学
会は、「ここでの“観る”は、見る、聞く、嗅ぐ、
味わう、触れる、さらにそれらによって生じる心
の働きをも観るという意味である」としている。
マインドフルネス瞑想法は、リラクセーションや
注意力、意識、洞察力をもたらす潜在的な能力を
活かしてメタ認知力を高め、感情や衝動に支配さ
れない対処能力を養う（Kabat-Zinn 1990）。
衝動や感情抑制効果が期待されるマインドフル
ネスを基盤としたアディクションの治療法とし
て、Mindfulness-Based Relapse Prevention for Ad-
dictive Behaviors（MBRP）が確立された（Bowen
et al., 2011）。MBRP は、アディクション行動の
再発予防を目的としたプログラムであり、ギャン
ブル等依存症への効果が期待される。MBRP は
従来の再発予防（relapse prevention: RP）にマイ
ンドフルネスを取り入れた認知行動療法であり、
外来患者の治療プログラムとして考案された。プ
ログラムの特徴は、嫌悪療法によるアプローチ3）

ではなく、自己愛と渇望、衝動を含むすべての体
験のあるがままの受容をもたらすマインドフルネ
スの習得にある（Bowen et al., 2011）。
Bowen et al.（2011）は、MBRP の実践マニュ
アルを整備するにあたり、効果検証の結果を示し
ている。MBRP 参加者と標準アフターケア・プ
ログラムの参加者間の比較において、MBRP 参
加者の渇望の度合は MBRP を通じて有意に低下
し、自己受容と感情反応への気づきの傾向も統制
群に比べて強くなった。また、アルコールや薬物
の使用頻度も、標準プログラムと比較して低下さ
せることを示した。しかし、4ヶ月後では両群と
も物質の使用頻度に差が生じなかった。Bowen et
al.（2011）は、MBRP の持続的なアディクション
抑制効果を生むためには、プログラム後のマイン
ドフルネスの継続をいかに支えるかという点が重
要であると指摘している。
近年、MBRP のシステマティック・レビュー
及びメタ・アナリシスの結果も示されるようにな
った（Grant et al., 2017; Li et al., 2017; Ramadas et
al., 2021）。結果は、総じて低から中程度のアデ
ィクションの再発抑制効果が見られるものの、こ

れまで確立されてきたエビデンス・ベーストの方
法論と比較して有意な効果は見られなかった。長
期的な再発予防効果は、研究の蓄積が十分ではな
く、Bowen et al.（2011）の指摘と同様、マインド
フルネスの持続的な支援があるかどうかが
MBRP の課題となっていた。
小林他（2020）は、依存症回復施設の利用者に
対する MBRP の効果を報告している。9名の参
加者に対して、約 3ヶ月間計 8回のセッションを
提供したところ、MBRP 実施期間中及び修了後 3
ヶ月までの再発者はいなかった。マインドフルネ
ス状態を測定する質問紙尺度 FFMQ（Five Facet
Mindfulness Questionnaire）日本語版の総得点も
MBRP 直後には高まり、予期しない感情の揺れ
動きが生じたり、感情に流されたりしなくなった
という参加者の声が報告された。しかし、3ヶ月
後の変化のうち「マインドフルネス瞑想が習慣化
してきた」と答えたのは 9名中 1名のみであっ
た。その後の再発状況については報告されていな
い。
以上のように、マインドフルネスを用いたアデ
ィクションに対する治療は一定の効果をもたらす
ことが示唆された。同時に、継続したマインドフ
ルネスの提供体制がないと、再び治療前のような
行動に陥る可能性があることがわかった。

4.4．マインドフルネスにおける関係性
Bowen et al.（2011）は、研究結果をもとにマイ
ンドフルネスの継続支援とコミュニティとの協働
の重要性を指摘している。マインドフルネスを一
人で続けていくことは、マインドフルネス指導者
といえども困難である。日頃の実践をサポートし
てくれるコミュニティの存在がなければ、患者は
元の習慣化されたアディクションの心理反応のパ
ターンに逆戻りしてしまう。
近年、マインドフルネスのあり方に一石を投じ
る論考が示されるようになった。医療、心理臨
床、精神保健、教育、ビジネスなど多領域で応用
されてきたマインドフルネスにおける倫理性の曖
昧さや社会的問題の不可視化といった負の側面へ
の警鐘である（池埜，2021）。
池埜・内田（2020）は、自らのマインドフルネ
ス実践経験をもとに第 2世代と称して、以下のマ
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インドフルネスの新たな定義を示した：

「社会正義の価値と倫理に根ざし、今この瞬
間の澄みわたる気づきと慈しみ（コンパッシ
ョン）の涵養を通じて体現されるインター
ビーイングの心性から社会的弱者の包摂に向
けたアクションを生み出す営み」（池埜・内
田 2020: 92）。

第 2世代マインドフルネスは、倫理性や関係
性、社会変容を視野にいれたマインドフルネスの
あり方を志向する。このマインドフルネスは、指
導者と参加者の情動調律から生まれる間主観性を
通じて、気づきや洞察が深化されるという前提に
立つ。指導者や参加者といった立場の違いを超え
て互いがマインドフルネスの共有者となり、「苦」
に対する葛藤や「生」に対する喜びは人間の本性
であるという真理に気づいていく（池埜・内田
2019）。
このような関係性の視点からとらえ直したマイ
ンドフルネスは、プログラム化され「指導する・
提供する」ことを目的とした臨床技法の枠組みを
越えた実践に発展する可能性がある。マインドフ
ルネスを精神疾患に対する 1つの処方箋としての
みとらえるのではなく、指導者と参加者のオープ
ンな経験の振り返りや身体感覚への気づきの分か
ち合いから得られる安心感は、患者にとって心身
の反応をありのままに受けとめ、アディクション
に対する新たな視点を獲得する土台になると考え
るのである。

4.5．ギャンブル等依存症とソーシャルワークの
現状

ギャンブル等依存症に対する国内のソーシャル
ワークの報告は限られている。Medical Online や
CiNii などのデータベース検索は、アディクショ
ンに特化した 20件ほどのソーシャルワーク研究
を抽出するものの、ギャンブル等依存症における
ソーシャルワークは岡田（2011）によるものだけ
であった。
岡田（2011）は、ソーシャルワーカーとして担
当した 1事例の分析から、ギャンブル依存症者の
家族の不安や苦しみを受容し、共感することの重

要性や、患者を責めず、辛さを共感し、病識を高
めることが治療の動機づけにつながることを指摘
した。また、家族面接を行い、協力して借金の返
済計画を立てる支援を行うと同時に、患者が自助
グループに参加することで回復への道を歩き出し
た支援プロセスを報告している。
患者の心理社会的側面への徹底した寄り添いに
よる患者のエンパワーメントは、アディクション
のリカバリーに資するソーシャルワークの根幹で
ある。また、アディクションの患者は、社会の偏
見と抑圧にさらされ、人格をも傷つけられるよう
な二次被害も受けている。そのため、回復を阻む
社会的要因へのアプローチもソーシャルワークの
射程となる（岡田 2011；田中 2021）。
一方、エンパワーメントの実践には「クライエ
ントの責任の所在」という問題が常に潜在する。
クライエントの責任とは、「できない人を責める」
という文脈ではなく、問題解決を前提とした変化
に向けての責任の所在という文脈からとらえられ
る（三毛 1997）。
ソーシャルワークは、人と環境との相互作用に
介入する専門的な実践である（日本ソーシャル
ワーカー連盟，2024）。ソーシャルワーカーはク
ライエントのエンパワーメントを重要視するがゆ
えに、クライエントに対して「できない人を責め
る」という構造を生じさせてしまう可能性があ
る。このようなクライエントとソーシャルワー
カー間に生じるパワーの非対称性が固定されない
ためにも、池埜・内田（2020, 2021）が論じる第
2世代マインドフルネスを基盤とした援助関係の
構築が重要となる。
マインドフルネスは、ソーシャルワークの価値
を具現化する視座を提供する。指導者と参加者が
「今、ここ」を感受し、温かな交流を通じ、互い
の心性を共鳴することで、「共に在る」価値の内
在化や内省、そして慈しみの感性の発現が可能と
なる（池埜 2019；池埜・内田，2019）。このよ
うな援助関係が、偏見や社会的構造の中で抑圧さ
れるギャンブル依存の人々とのかかわりには欠か
せない。
マインドフルネスとソーシャルワークの効果的
な融合のかたちとして、井上他（2023）は「地域
でつなぐマインドフルネス（マインドフルネス連
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携）」を提唱する。彼らは、マインドフルネスを
「人と人との繋がり」によって継続的に行える体
制を構築するため、医療機関や訪問看護、患者団
体等が連携し地域ネットワークの構築を果たし
た。
この取り組みは、池埜・内田（2020, 2021）が
提唱する第 2世代マインドフルネスや Bowen
（2011）が指摘する持続的なマインドフルネス実
践を支える仕組みづくりを具体化し、臨床応用し
たものといえる。このような地域連携を包含した
ソーシャルワークは、ギャンブル等依存症をはじ
めとするアディクション治療に生かすことができ
ると考える。

5．事例紹介

事例は、201X 年 6月から 201Y 年 11月の約 2
年間、第 1、2執筆者が急性期総合病院の MSW
として担当したギャンブル等依存症患者と家族へ
のソーシャルワーク実践となる。ここでは、図 1
に示された日本社会福祉士会による相談援助プロ
セスにしたがって、支援の実際を描写する（社会
福祉士養成講座編集委員会，2015）。

5.1．ケースの発見
事例研究で取り上げるのは、ギャンブル等依存
症の患者で、ギャンブルによる借金が数百万円あ
り、複数の金融機関及び親族に毎月約 10万円返
済している状態にあった A 氏である。A 氏は、
第 2執筆者（MSW）が所属していた総合病院に

リファーされる前、神経難病の治療のため C 病
院脳神経内科へ通院していた。主治医（MSW 所
属病院）より、ギャンブル等依存症の治療機関を
A 氏に紹介してほしいとの依頼が MSW に寄せ
られ、支援が開始された。

5.2．受理面接（インテーク）
A 氏は主治医から紹介され、MSW のもとに
渋々来たような様子で、気の進まない心情は明ら
かだった。母親の同席のもと MSW とのイン
テーク面接時は、治療に対する抵抗とギャンブル
等依存症に対する「否認」がみられた。ギャンブ
ルに対する思いを A 氏に尋ねると、「パチンコを
していると安心する。そこに自分の居場所があ
る」との発言があった。母は、「（ギャンブル依存
を）どうにかして欲しい」という訴えであった。
A 氏は母親の言葉に耳を傾けながら、決して自
発的な態度ではなかったものの、「改善できるこ
とはやってみたい」と述べ、今後も MSW に会
うことに同意した。

5.3．アセスメント・目標設定
MSW は、インテーク面接から引き続いて心理
社会的アセスメントを開始した。A 氏は 40代男
性で、両親と 3人暮らしだった。結婚後 1子を授
かるもギャンブルが原因で離婚。職業は飲食店に
勤務しており、不規則な生活を送っていた。図 2
は、アセスメントで得た情報をエコマップで表し
たものである（図 2参照）。エコマップ作成にあ
たっては、渡部（2015）が提示した記述法を参考

図 1 相談援助のプロセス（社会福祉士養成講座編集委員会編 2015, p.102より引用）
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にした。
MSW は、A 氏に専門医療機関での治療につい
て尋ねた。A 氏はギャンブル等依存症という診
断をつけられることへの抵抗や病の否認感情が明
らかで、経済的な問題を抱えていたこともあり、
治療には消極的であった4）。生活面では、多額の
借金の返済に追われ、精神的ストレスが大きかっ
た。A 氏は、医学的な治療よりも自己破産を検
討するために法律家に相談したいと申し出た。
MSW は本人の意向を尊重し、自己破産について
相談できる弁護士と連携を図ることを A 氏と母
親に伝え、初回面接を終了した。
インテーク面接後は、外来診察日以外でも日程
を調整して A 氏に来院を促した。面接時には毎
回母親が付き添った。A 氏の発言から、将来へ
の不安、孤立感、母との関係性がストレッサーと
なっていることを把握した。

5.4．支援計画
MSW はアセスメント情報を整理し、支援の目
標を 1）負債の整理、2）母親との関係性の変容、
そして 3）治療への動機づけの 3つを設定した。
以下、それぞれについて説明する。
負債の整理：負債整理については A 氏および

母親も前向きであったため、弁護士を紹介して環
境調整を図ることにした。A 氏はこれまで法律
家への相談も考えたことがあった。しかし、コン
タクトの仕方がわからず、足が遠のいていた。母

親も法律家への相談が大事と考え、A 氏にその
ことを促すと A 氏は腹を立てて家から飛び出す
こともあり、放置している状況であった。
母親との関係性の変容：MSW との面接時に、

A 氏は母親の発言に対して立腹するような態度
をとり、時には面接を中断せざるを得ないことも
あった。しかし、A 氏は母親の存在自体を否定
している訳ではなく、過干渉に対してストレスを
感じている様子であった。
一方、母親は「すべて息子のため」といった過
保護的な考えが強かった。A 氏が若年で神経難
病を発症したことへの母としての自責の念や、何
とかパチンコをやめさせたいという思いから過干
渉な状況が続いていた。ときには母親のみで来院
し、MSW に A 氏に対する不安や怒りをぶつけ
ることもあった。親子の関係性を修復するにはあ
る程度の時間が必要と考え、まずは債務整理（環
境調整）を優先することとした。
治療への動機づけ：債務整理が行われたとして
もギャンブルを続ければ負債は繰り返される。し
かし、A 氏はギャンブル依存の治療に消極的で
あった。A 氏は以前に別の医療機関でギャンブ
ル等依存症の治療を経験していた。その経験によ
い印象はなく「どの病院に行っても一緒」との認
識をもっていた。新たな治療環境や治療内容につ
いて興味を示すものの、A 氏は「仕事を休むこ
とがかえってストレスになる」と述べる。これら
状況を主治医と協議し、当面は A 氏に対する行

図 2 MSW 介入前の A 氏のエコマップ
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動制御障害の薬物治療を継続する方針とした。

5.5．支援の実施
5.5.1．環境調整
A 氏のニーズにもとづいて債務整理の検討に
入った。借金元を確認すると、複数の消費者金融
及び親族からの借金が数百万円あり、返済は困難
な状態で、本人は自己破産を希望していた。母親
は自己破産には賛同せず、返済していくことを望
んだ。
MSW は弁護士との連携を図った。過払い金の
有無や自己破産について相談を進める中、弁護士
から消費者金融の債務整理を提案され、複数あっ
た負債元を 1社にまとめることができた。この結
果、自己破産はせずに月々返済を続けていくこと
になった。
債務整理後、MSW が同席する中、A 氏は弁護
士と返済額と給与との収支を検討した。A 氏の
収入から無理のない返済額を算出し、A 氏の生
活費を確保しながら、返済計画を立てた。親族へ
の負債は債務整理の対象外であった。しかし、消
費者金融への返済額を整理したことで A 氏に経
済的な余裕が生まれ、「精神的に楽になった」と
の発言が聞かれた。母親は、自己破産せずに返済
計画が立てられたことに安堵した様子であった。
一方、母親は「パチンコをやめなければ繰り返さ
れる」との不安も抱いていた。
A 氏には、神経難病による今後の生活への不
安もみられた。医療機関以外の社会資源として患
者会も含め、MSW は県の難病支援センターを A
氏に紹介した。A 氏は、地域に専門的な相談機
関があることに安心感を得た様子であった。
その後、継続的に支援を行う中で、借金返済や
将来への不安、希薄な人間関係による孤独感、母
親の過干渉に由来するストレスのはけ口としての
ギャンブル行為、ギャンブル後の多幸感、そして
ギャンブルをやめて自立をしたい思いなどが A
氏から話されるようになった。A 氏の MSW に
対する信頼が生まれてきたことを察知する中、債
務整理の方針の目処が立ったところで、あらため
てギャンブル依存治療への動機づけを検討するこ
とにした。

5.5.2．治療への動機づけ（心理社会的支援）
MSW は、A 氏に再度専門機関での治療を提案
した。しかし、A 氏からまたしても同意を得る
ことはできなかった。A 氏の場合、専門治療を
受けるには県外に入院、または遠距離の外来通院
しか方法がなかった。仕事を休むと借金の支払い
ができなくなり、通院費の捻出が困難になること
が不同意の主な理由であった。
MSW は主治医と協議し、専門の医療機関への
リファーではなく、現状で行える心理社会的支援
に支援計画を変更した。MSW より主治医にマイ
ンドフルネスを用いた介入を提案したところ、同
意が得られたため、A 氏と母親に当院で提供可
能な治療方法としてマインドフルネスのプログラ
ムを提案した。
A 氏と母親はマインドフルネスの知識はもっ
ていなかったが、「今の環境を変えずにできるこ
とがあるならやってみたい」と述べ、新たな支援
計画に同意した。
MSW は、面接室で A 氏と母親にマインドフ

ルネス瞑想法の指導を始めた。マインドフルネス
体験の感想を求めると、A 氏は継続に意欲を示
した。そのため、マインドフルネスの音声ガイド
を紹介し、自宅や職場で実践を行なってもらうこ
とにした5）。また、A 氏が支援を受けていた Y
訪問看護ステーションにも、A 氏に対するマイ
ンドフルネスのサポートを依頼した。Y 訪問看
護ステーションには、マインドフルネスを深く学
んだ看護師が在籍しており、訪問時に A 氏と一
緒にマインドフルネスを継続してもらうようにし
た。
月 1回の MSW との面接と週 1回の訪問看護
の機会に、A 氏は MSW や看護師とともにマイ
ンドフルネスを経験することになった。プラクテ
ィスでは、自然に湧き起こる思考や身体反応への
「気づき」を促し、気づきが得られるごとに
MSW や看護師から A 氏に肯定的なフィードバ
ックが投げかけられた。A 氏は神経難病の影響
で、呼吸瞑想を行うと身体に違和感をもつことか
ら、身体動作を用いたマインドフルネス・ストレ
ッチ（マインドフルネス・ヨーガ）を主に実践し
た。
その後、日常生活のありふれた行動に意図的な
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気づきを向けることでマインドフルネスの経験を
深めるインフォーマル・プラクティスも導入し
た。A 氏は職業柄、夜間の仕事が多く休憩時間
に珈琲をよく飲む。その習慣を用いて珈琲を淹れ
る際の音や香り、そして口に含んだ時の感覚に注
意を向けることもマインドフルネスの練習になる
と A 氏に伝えた。A 氏は、「その方法であれば仕
事場でもできる」と述べ、マインドフルネスを日
常に取り入れていった。
MSW による支援開始から 6ヶ月が経過した
頃、A 氏に再ギャンブル行為がみられた。実子
の行事に参加した際、実子に会えなかった寂しさ
から消費者金融に行き、パチンコをしてしまった
と自ら MSW に申し出た。MSW はパチンコをし
たことを責めず、ギャンブル中の身体感覚につい
て尋ねた。A 氏は、以前と比べるとパチンコ店
に「居場所」的な感覚はなく、そわそわしていた
と語った。また、そのときの思考パターンについ
て尋ねると、A 氏は「またやってしまった」と
いう自己嫌悪から自己否定してしまう自分がいる
ことを嘆いた。この他にも、母親から監視されて
いるようでそのことが大きなストレスになってい
るとのことであった。
MSW は、パチンコに行ったことや孤立感を伝
えてくれたことに感謝の意を示した。そして、ギ
ャンブル行為を行った社会的要因の一つとして母
親との関係に焦点をおいた支援に舵を切ることを
訪問看護師と共有した。母親は A 氏の給料を管
理し、少額の小遣いを日々 A 氏に渡していた。
この状況は支援の初期段階から課題とされてい
た。母親との信頼関係の構築が MSW による親
子関係への介入条件の 1つになると判断し、介入
時期を模索していた。

5.5.3．母親との関係性の変容
再ギャンブル行動がみられたものの、MSW と
訪問看護師による継続的な支援によって A 氏の
落ち着いた様子を実感するようになった母親は、
金銭管理の方法について耳を傾けてくれるように
なっていた。そのタイミングで、A 氏、母親、
MSW、訪問看護師で金銭管理を話題にした話し
合いの場を設けた。A 氏から金銭管理は自分で
行いたいと申し出があったが、母親は納得しなか

った。話し合いの結果、日々渡していた小遣いを
月 3回に分割して渡すことで合意された。A 氏
は、「これまで少額しか手元になく何もできなか
ったが、自分で計画して使うことで知人と外出す
ることができる」と述べた。
このとき、服薬管理についても話し合った。服
薬も飲み忘れや過量摂取がないよう、すべて母親
が管理していた。病院にも毎回母親が付き添って
おり、A 氏は過干渉を感じていた。話し合いの
結果、1週間分の処方をまとめて A 氏に渡し、
訪問看護の際に残薬の確認を行なうことで同意さ
れた。母親の付き添いは、2回に 1回に減らすこ
とになった。母親は、A 氏の自立を願いながら
も、すべてを本人に任せるとギャンブルを繰り返
すのではないかという不安を払拭できないでい
た。今回の MSW と訪問看護師との話し合いを
通じて、母親は少しずつ A 氏との適切な距離の
取り方に思いを寄せるようになった。
その後、母親の A 氏への過干渉は漸減してい

った。A 氏は金銭管理や服薬管理を自ら行い、
自由に使えるお金を確保できたことでストレスの
軽減につながった。同時に、知人との交流も限ら
れた頻度ながら生まれるようになった。A 氏は、
知人と出かけた際の様子を訪問看護師に話すよう
になり、表情にも明るさが見られるようになっ
た。

5.5.4．モニタリング
月 1回の MSW との面接及び週 1回の訪問看

護は継続された。A 氏は、外来受診の際も MSW
と一緒にマインドフルネスを行い、週 1回の訪問
看護時には体調管理、服薬確認、そしてマインド
フルネスを行った。A 氏は、日常生活において
も就寝前にマインドフルネス・ストレッチを継続
し、職場での珈琲をマインドフルに飲む習慣を身
につけていた。
A 氏のギャンブル行為の回数は大幅に減少し、
生活に支障をきたすことはなくなった。支援開始
後に単発的な再ギャンブルは数回認められた。し
かし、支援開始 6ヶ月目以後、1年 3ヶ月の間、
消費者金融からお金を借りることなく、ギャンブ
ルと上手に付き合えるようになった。A 氏はギ
ャンブルを完全にやめたい気持ちがあり、半年間
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ギャンブルを行わない期間もあった。しかし、神
経難病の病状変化などによるストレスからギャン
ブルに手を出すこともあった。その際は、ギャン
ブルに行ったことを訪問看護師へ話し、ギャンブ
ル中やその前後の身体感覚を確認しながらエスカ
レートしないための対処法を一緒に考えていっ
た。
支援初期段階で、A 氏は「パチンコ店は安心
する居場所である」と発言していた。しかし、マ
インドフルネスをベースにした約 2年間の MSW
と訪問看護による継続的な支援により、A 氏は、
「パチンコ店は居場所ではなくなった」述べるよ
うになった。むしろギャンブル行為に罪悪感やス
トレスを感じるようになった。A 氏はギャンブ
ルに対する自動的な反応に気づき、自己コント
ロール力が以前より向上していた。
また、A 氏は、難病支援センターから紹介を

受けた若年神経難病患者会に単発ではあるが参加
することができた。A 氏は、暖かく迎え入れて
くれる患者会の環境を喜んでいた。
支援開始から 2年後のエコマップを図 3として
示す。支援初期は、A 氏は周囲とのつながりは
希薄であった。MSW の介入によって、支援の輪
が広がり A 氏の周囲との関係性も深まった。母
親の過干渉によるストレスも介入前に比べて減少
した。

6．事例分析

以上、ギャンブル等依存症へのソーシャルワー

ク事例における支援プロセスを提示した。ここで
は事例分析として、事例を通じて得られた MSW
の臨床的な判断や介入の工夫など「実践の知」に
資する内容をフェーズごとに示したい。

6.1．ケース発見
本事例は、主治医（身体科医師）による生活状
況の把握からギャンブル等依存症の疑いがもたれ
た。主治医のアセスメントのみならず、母親から
の悲痛の訴えも本症の診断を後押しした。このよ
うに、医師の見立てや家族からの相談によってギ
ャンブル等依存症の発見、治療開始、そして環境
整備につながることは珍しくない。しかし、ギャ
ンブル等依存症は推定される患者数と実際の治療
者数は大きく乖離しており、早期発見が難しいの
が特徴といえる。
本事例は主治医の気づきや母親の過干渉がなけ
れば見過ごされ、状態は深刻化していたかもしれ
ない。主訴や症状は別のものであっても、ギャン
ブルや金銭的な浪費のエピソードが見られる患者
に対して、MSW は「待ち」の姿勢ではなく、医
療機関内でアウトリーチを考えていく必要がある
だろう。アウトリーチはアディクションだけでは
なく、がん医療や精神科医療など領域を問わず
MSW の介入方法の 1つとして検討していく余地
がある。

6.2．受理面接（インテーク）
インテーク面接では、クライエントの持ってい
る問題に対して、機関が解決のための支援を提供

図 3 MSW 介入後の A 氏のエコマップ
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できるかどうかを決定する。クライエントがなぜ
目の前にいるのか、どのような意思で相談室へ来
たのか、そしてクライエントの主訴は何かを明確
にする必要がある（社会福祉士養成講座編集委員
会，2015）。
ギャンブル等依存症の場合、本事例のように医
師や家族から促されて MSW のところにやって
くる患者がほとんどであり、MSW は非自発的な
患者への対応方法を習得しておく必要がある。基
本的には、支援への動機づけの弱い患者に対して
は、構造化面接のように質問内容や面接の順序を
定めて面接に臨むのではなく、主治医や家族の依
頼内容を念頭におきながらも患者の思いやコミュ
ニケーションのスタイルに応じて、柔軟に応答し
ていく半構造化面接の方が望ましい。
医師から MSW に迅速な対応が求められる場
合、医師は MSW に患者の詳細な情報よりも
「転院先の確保」といった「ゴール」のみを伝え
る場合が少なくない。本事例において、もし
MSW が医師の期待するゴールのみにとらわれ、
治療施設の情報提供を主眼に面接を行った場合、
A 氏はその情報を受け入れることはなかったで
あろう。むしろ A 氏は MSW への不信をつのら
せ、支援の継続は困難になっていたと思われる。
MSW は、A 氏の表情や態度から治療への動機づ
けの弱さを瞬時に察知し、半構造化面接を通じて
A 氏との信頼の構築を最初の目標に定める判断
をした。
MSW の瞬時の判断は、MSW 自身の継続的な
マインドフルネスの経験に助けられたと振り返
る。マインドフルネスのトレーニングは、相手と
の情緒的共感によって自分の身体がうける影響に
敏感になり、柔軟に対応するための「準備運動」
の効果をもたらす（池埜，2017）。MSW がマイ
ンドフルネスのプラクティスを日頃から経験して
おくことで、患者の雰囲気や心理的な距離感、そ
して二人の共振によって生まれるその場の空気感
を身体感覚でとらえる感受性を高めてくれる。本
事例でも MSW は初対面である A 氏の醸し出す
微細な身体の様子、視線、空気感などから、治療
機関の情報提供という主治医の依頼に固執するこ
となく、情緒的かかわりを優先した面接を貫くこ
とができた。初回面接で A 氏の治療に対する消

極的な思いをあるがままに受けとめ、対決的な要
素を排除したことで A 氏の MSW への抵抗は薄
れていき、その後の援助関係の継続につながった
と思われる。

6.3．アセスメント・目標設定・支援計画
ソーシャルワーク実践において心理社会的アセ
スメントは礎石であり、援助の要である（大谷，
2013）。アセスメントは一方的な情報収集を意味
せず、ソーシャルワーカーの培われた面接技術が
問われる重要なフェーズとなる。本事例では、イ
ンテークにおいて MSW は A 氏の状態を瞬時に
体感し、情緒的関与を優先した。A 氏との穏や
かな交流を通じ、「今、ここ」を感受しながら
「共にいる空気感」を共有した。そしてバイステ
ィック 7原則に基づく面接技術を活用しながらア
セスメントを行なった（Biestek, 1957）。
MSW のマインドフルネスの経験は、A 氏の感
情状態に気づき、先回りしすぎず、A 氏のペー
スに寄り添いながら伴走するような支援者の態度
をもたらしてくれた。マインドフルネスは鍛錬さ
れた面接技術の 1つというよりは、「今、ここ」
にある A 氏の思いを身体感覚としてとらえ、気
負いや焦りに支配されず、共にこれからを考えて
いけるような MSW の心身のあり方を涵養して
くれる。「今、ここ」を共有する関係は、A 氏に
安心感をもたらし、これまでの生活歴やこれから
の希望など A 氏の真意が少しずつ語られるよう
になった。
目標設定は、A 氏と母親との面接によるアセ
スメントにもとづく。結果として、MSW は負債
の整理、母親との関係性の変容、そして治療への
動機づけという 3つの目標を設定した。
一方、支援計画策定において重要となったの
は、これら 3つの優先順位にかかわる判断力であ
る。主治医の MSW に対する支援依頼は、3つ目
のギャンブル等依存症への治療環境の提供であっ
た。しかし、MSW はアセスメントを行う中で、
A 氏に治療意欲は十分に備わっていないと判断
した。ソーシャルワークにおける支援計画の策定
では、まず患者が保持する能力を活用して何がで
きるかが検討される（松山，2015）。A 氏は治療
よりも借金を何とかしたいと考えていた。この考

111



えは、生活を立て直そうとする A 氏の能動的な
思いであり、1つの「能力」と見なすことができ
る。MSW は A 氏の心情を受けとめ尊重するこ
とに専念し、専門機関での治療を無理強いしない
ことにした。
母親との関係性の変容についても、母親の A
氏に対する支配性は長期にわたって形成された共
依存的な側面があり、時間をかけた介入が必要と
判断した。実際、援助関係を維持する中で、偶然
生じた A 氏の再ギャンブル行動をきっかけに母
子間の関係性を見直す話し合いのチャンスを得
た。もし MSW 主導で母子関係への介入を行っ
た場合、母親による抵抗によって援助関係が損な
われてしまった可能性は否めない。
このようにギャンブル等依存症は複雑な心理社
会的側面を有していることが想定されるため、
ソーシャルワークにおける目標設定においては、
その優先順位と介入時期、そして介入手順の見極
めが重要となる。また、本事例のように主治医の
依頼とは異なる方向で支援計画を立てる場合、そ
の理由を主治医に説明することが必要となる。
MSW の支援計画策定における意図の共有は、医
師をはじめとする他職種にソーシャルワークの実
際を理解してもらう上で重要な手続きになる。

6.4．ソーシャルワーク介入の実施
6.4.1．環境調整
MSW は A 氏の債務処理のために、MSW がこ
れまで関係を築いてきた弁護士との連携を図っ
た。A 氏のエンパワーメントを考えるのであれ
ば、A 氏が自分で弁護士に連絡するように促す
ことが賢明であろう。しかし、MSW は媒介機能
を優先させ、MSW から弁護士への情報提供を行
なって支援構造を形成した。この判断は、A 氏
の社会的環境や心理的状況にもとづいている。A
氏はギャンブルによって社会関係が損なわれ、家
族と離婚している。実子とも疎遠になり、社会的
孤立からさらにギャンブルへのめり込む悪循環を
起こしていた。
ギャンブル等依存症の場合、能力的には関係機
関と連絡をとることは可能であっても、生活を立
て直そうとする意欲が持続せず、うまく情報を得
られなかった場合はさらに自信を失い、ギャンブ

ルにまつわる自責の念を強めてしまいかねない。
本症のソーシャルワークを考えるとき、MSW は
支援初期段階ではエンパワーメントにとらわれ
ず、関係機関との媒介的役割を優先し、現実的な
生活上の変化によって患者の安心感と達成感を高
めていくことが重要と判断した。実際、MSW の
媒介機能によって弁護士との連携が円滑に行えた
ことで、A 氏も意欲をもって債務整理を行うこ
とができた。

6.4.2．治療への動機づけ（心理社会的支援）
事例では、MSW は A 氏と母親双方の治療へ

の動機づけには細心の注意を払った。ギャンブル
等依存症の治療はその専門機関が担うことが多
い。しかし、アディクション全般に通底する問題
の 1つとして、病識のなさや意欲の問題から患者
は治療に抵抗感をもち、症状が深刻化するまで専
門的機関につながりにくい点があげられる。
その一方、専門家に限らず社会全体には、アデ
ィクション治療は専門機関に任せるべきという考
えが浸透している（田中，2021）。A 氏のように
専門機関での治療を希望しない患者の場合、
MSW の支援の重点はどこに置くべきか。治療意
欲のなさを理由に静観するのか、臨床的な関与を
もって治療への動機づけを高めていくのか。
MSW の判断とアクションは、今後の A 氏と周
囲の人々の生活に少なからぬ影響を及ぼす。
本事例では、MSW の約 7年にわたるマインド

フルネス経験や、筆者らが構築したマインドフル
ネス実践を支える地域ネットワークが存在してい
た。このような環境があったため、MSW は A
氏へのマインドフルネスによる介入を主治医に提
案することができた。
当然のことながら、マインドフルネスをギャン
ブル等依存症患者へのソーシャルワーク介入とし
て標準化する段階にはない。心理社会的アセスメ
ントにもとづき、MSW の有する経験と援助技術
を動員して検討した結果、A 氏の治療への抵抗
感を和らげ、ギャンブルの衝動を抑制するための
土台としてマインドフルネスの適用を考えた。
先述のように、マインドフルネスは、指導者と
実践者が「今、ここ」を感受し、温かな交流を生
み出すことが重要である（池埜・内田，2019）。
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事例では、単にマインドフルネスを処方箋として
提供するような指導方法ではなく、A 氏と MSW
間に信頼関係を構築したうえで実施した。この臨
床的な介入は、その後の A 氏の生活全般に対す
る心理社会的支援を展開する起点となった。
MSW は焦らず、A 氏との援助関係を深めなが
らマインドフルネスを導入していった。また、マ
インドフルネスを A 氏が一人で行うプラクティ
スにはせず、訪問看護師を巻き込み、地域で支援
者と一緒に行える環境を構築した。潜在的にうつ
や孤立感を有するギャンブル等依存症患者にとっ
て、継続的な人とのかかわりそのものが回復への
足がかりにもなる。
筆者らは 2019年よりマインドフルネス研究会
を立ち上げ、そのネットワークを活用してコミュ
ニティの中で継続的にマインドフルネスを提供で
きる体制を構築してきた。筆者らのコミュニティ
ワークによって構築された支援構造は、結果的に
A 氏によるマインドフルネスの継続を支えたと
考えられる。

6.4.3．母親との関係性の変容
MSW は、母子関係への介入は容易ではなく、
母親の認識を変えるためには時間をかけながら一
歩一歩進んでいく必要があると考えていた。ギャ
ンブル等依存症の家族は、アディクションの家族
と同様、何度も行為をやめさせようとしては失敗
している。そして、患者への怒りと無力感にさい
なまれ、やがては支援者の立場から脱落してしま
うことが多い（西川，2012）。今回、母親との援
助関係を保つことは、A 氏を孤立させず、長期
にわたる回復プロセスに適切にかかわってもらう
ために不可欠であった。
A 氏への怒りをぶつけるなど緊張に満ちた母

親との面談において、MSW は関係を崩すことな
く対応できた。それは、マインドフルネスの経験
を通じて得られたコンパッション、すなわち共感
とは異なる身体感覚から生じる相手への慈しみの
心性によって母親の怒りややるせなさを受けとめ
ることができたためと感じている。
コンパッションとは、認知レベルを越えた身体
感覚としての人の苦悩を取り除きたいと願う慈し
みに満ちた感覚である（Siegel & Germer, 2012）。

MSW は、日ごろからのマインドフルネス・プラ
クティスによってコンパッションの在処を感じ取
る経験をしてきた。母親の過大な訴えに対し、自
然発生的に生じる「母親の苦しみを和らげたい」
という感覚を感受することで、MSW は関与しよ
うとする態度と冷静さを同時に保つことができた
と振り返る。
母親に A 氏の金銭管理や服薬管理について切

り出すには、6ヶ月を超える時間を要した。A 氏
の変化や母親との関係性を考慮し、粘り強く介入
時期を検討できたのは、マインドフルネスによっ
てもたらされた MSW の援助を見通す落ち着き
と A 氏、母親との信頼関係の進展がポイントに
なったと考えられる。

6.5．モニタリング
MSW は、A 氏の生活環境の整備やストレス低
減に向けたかかわりは今後も必要であると考えて
いる。具体的には、A 氏と母親との関係の見守
り、長期にわたる負債の返済、神経難病の進行に
伴う生活への支障、実子との関係、そしてマイン
ドフルネスの継続などが支援継続の判断要因とな
る。
本事例におけるマインドフルネスのギャンブル
に対する抑止効果は評価が難しい。今後、客観的
な A 氏の行動の見守りと、A 氏の主観的なマイ
ンドフルネスの影響を確認する必要がある。ま
た、A 氏は「MSW や訪問看護師と話せることで
ギャンブルを手放せる」と話しており、マインド
フルネスを通じて培われた MSW や訪問看護師
との関係性が A 氏のギャンブル行動に与えた影
響を把握することも重要と考える。

7．おわりに

今回の事例研究は、ギャンブル等依存症に対す
るソーシャルワークを考えるための実践的示唆を
明らかにした。それは、患者の非自発性への臨床
的関与、積極的なアクションを伴う媒介機能、バ
ランスのとれた家族への関わりと関係修復の道筋
を見分ける判断力、そしてマインドフルネスの実
践応用といった点に集約される。
マインドフルネスは、アディクションの行動抑

113



制のための臨床法として、ソーシャルワーカーが
学ぶメリットは大きい。マインドフルネスは、認
知行動療法による介入レパートリーになるだけで
なく、ソーシャルワーカー自身が体験することで
冷静な判断や持続的な援助関係の構築に寄与する
ことが事例から読み取ることができた。
同時に、ギャンブル等依存症患者にとってマイ
ンドフルネスを継続して取り組める環境作りが望
まれる。事例から、マインドフルネスの実践を通
じた孤独感からの解放は、ギャンブル行動の抑止
につながる可能性が読み取れた。そのため、コミ
ュニティワークによる地域連携の構築などメゾ・
レベルの介入も、マインドフルネスにもとづくギ
ャンブル等依存症のソーシャルワークを考える上
で重要となる。
ギャンブル等依存症へのソーシャルワーク実践
は検討の初期段階にあり、しばらくは事例から実
践的示唆を抽出し、蓄積していく段階が続くだろ
う。本研究がその端緒になることを期待する。

注
１）「ギャンブル等依存症」は、ギャンブル等依存症対
策基本法で「ギャンブル等（法律の定めるところ
により行われる公営協議、ぱちんこ屋に係る遊技
その他の射幸行為）にのめり込むことにより日常
生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定
義されている。本稿では主に用語として「ギャン
ブル等依存症」を用いるが、引用元が「ギャンブ
ル依存症」、「ギャンブル障害」と用いている場合
はそのまま使用した。

２）SOGS（South Oaks Gambling Screen）：アメリカの
サウスオークス財団が開発した病的ギャンブラー
を検出するための自記式スクリーニングテストで
ある。原版の質問数は 16問だが点数にはならない
質問が 4問含まれている。ギャンブル障害に関す
る国内外の疫学調査で数多く採用されており、わ
が国では、2008年、2013年、2017年の全国調査
で用いられた。得点範囲は 0点～20点で報告書で
は、SOGS 合計得点が 5点以上の者を「ギャンブ
ル等依存が疑われる者」としている（独立行政法
人国立病院機構 久里浜医療センター 2021: 14）。

３）キュー（手がかり刺激）・エクスポージャーは、条
件刺激（とくに外的なキュー）に曝し続けること
によって条件反応を消去する（生じる渇望が十分
に低減するまでキューへの接近を行うことによっ

て、キューに対する新たな学習を試みる）技法
（田中 2019: 12-3）。

４）インテーク時はコロナウィルス感染症が拡大した
初期であり、県外への移動が制限されていた時期
でもあった。

５）マインドフルネスを導入する際は言葉使いにも配
慮し、「瞑想」という言葉は使用せず「呼吸法」と
伝えている。また音声ガイドは下記のものを使用
した。池埜聡研究室「マインドフルネス瞑想ガイ
ド」（https://mindfulnesslabo.com/audiodata.html）
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Social work practice for gambling addiction:
A case study of sustainable mindfulness system

through community collaboration

Yoshiaki Inoue*1 Tomoya Onogami*2 Koji Inoue*3 Yukiko Ishii*4

Hidemi Hanaki*5 Michiyo Karashima*6 Chiemi Kojo*7 Satoshi Ikeno*8

ABSTRACT

In recent years, more people in Japan are struggling with gambling addiction, causing seri-
ous mental health concerns. Unfortunately, there are not any approved medications for this is-
sue yet, so we mainly rely on psychosocial support for treatment. Many medical institutions
use cognitive-behavioral therapy, especially focusing on “mindfulness,” as a key approach.
Dealing with gambling problems involves more than just individual therapy. We also need to
think about broader life issues such as family conflicts, employment, and financial problem
that people with gambling addictions often face. This paper focused on how social workers in
healthcare are working with gambling addiction. The authors created support systems that en-
courage mindfulness through community efforts and providing psychosocial support for a pa-
tient and his family. This paper not only shows how social work can make a difference in
working with gambling addiction but also gives practical implications for making social work
more effective in these situations. By looking at both the personal and social aspects of the
problem, we expect this work contributes to finding better ways to help people dealing with
gambling addiction.

Key words: gamble addiction, social work, mindfulness, community collaboration, psychoso-
cial support
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